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山梨県立甲府昭和高校ほか５施設  

低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬・処分業務委託契約書 

 

山梨県教育委員会（ 以下「甲」という。）と ○○○○（ 以下「乙」という。） とは、

低濃度ポリ塩化ビフェニルに汚染された廃電気機器等（以下、「低濃度ＰＣＢ汚染廃電気

機器等」という。）の収集運搬・処分業務委託について次のとおり契約する。 

 

（契約の目的） 

第１条 甲は、次の業務（ 以下「委託業務」という。） の処理を乙に委託し、乙は、こ

れを受託するものとする。 

  （１）低濃度ＰＣＢ汚染廃電気機器等の収集・運搬 

（２）低濃度ＰＣＢ汚染廃電気機器等の中間処理・最終処分 

（３）その他 

 

（委託業務の内容） 

第２条 乙は、別紙仕様書により委託業務を処理しなければならないものとする。 

 

（委託期間） 

第３条 委託期間は、令和８年○○月○○日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（委託料） 

第４条 甲は、委託業務に対する委託料として金○○○○円（うち消費税及び地方消費税

額〇〇〇円）を乙に支払うものとする。 

  

(契約保証金） 

第５条 山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号）第１０９条の２各号に該当す

る場合は免除する。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（秘密の保持等） 

第８条 乙は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は

他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同

様とする。 
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（調査等） 

第９条  甲は、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは必要な報告を求め、又

は委託業務の実施に関して必要な指示を乙に与えることができるものとする。 

 

（実績報告および検査） 

第１０条   乙は、委託業務が終了したときは、速やかに仕様書に基づく報告書等を甲に

提出し、甲の命じた職員の検査を受けなければならない。 

２ 甲は、委託業務が仕様書に示すものに適合していないと認める時は、期日を定めて業

務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。 

 

（委託料の支払） 

第１１条   乙は、前条の規定による甲の検査確認を得た後、甲に対して委託料の支払を

請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その日から３０日以

内に委託料を支払うものとする。 

２ 甲は、その責めに帰すべき事由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場

合は、遅延日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率を乗じ

て計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとし、その端数計算については同条

第２項の規定による。 

 

（概算払)  

第１２条 前条第 1項の規定にかかわらず、委託業務を行うため甲が必要があると認め

るときは、乙は第４条に規定する委託料の額の１００分の９０を上限として、最大３

回まで概算払を請求できるものとし、甲は乙から概算払に係る適法な請求書を受理し

たときは、その日から３０日以内に当該請求に係る金額（以下「概算払の委託料」と

いう。）を支払うものとする。 

２ 甲は、第１０条に規定する報告書等の検査により委託料の支払額を確定し、これを乙

に通知するものとする。 

３ 前項の委託料の支払額は、委託事業に要した経費の実支出額と第４条に規定する委

託料の額とのいずれか低い額とする。 

４ 乙は、第２項の通知による委託料の支払額と概算払の委託料の額を比較して、甲に対

し、不足する額（以下「委託料不足額」という。)を請求し、又は超える額（以下「精

算残金」という。)を返納するものとする。 

５ 甲は前項の規定による適法な請求書を受理したときは、その日から３０日以内に委

託料不足額を支払うものとし、甲が、その責めに帰すべき事由により、支払期限までに

当該委託料不足額を支払わない場合については、前条第２項の例により遅延利息を支払

う。 

６ 乙は第４項の精算残金の返納については、甲の指定する日（次項において「返納期

限」という。）までに甲に返納しなければならない。 



3 

 

７ 乙が、その責めに帰すべき事由によって、返納期限までに精算残金を支払わない場合

は、遅延日数に応じ、精算残金に支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額を

延滞違約金として甲に支払わなければならない。ただし、延滞違約金の額が１００円未

満であるときは、この限りでない。 

 

（延滞違約金） 

第１３条   乙は、その責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了す

ることができない場合は、遅延日数に応じ、委託料（遅延による支障が少ないと認めら

れるものにあっては、未履行部分に相当する額）に対して、民法（明治２９年法律第８

９号）第４０４条の法定利率を乗じて得た額を延滞違約金として甲に支払わなければな

らない。ただし、延滞違約金の額が１００円未満となるときは、この限りでない。 

 

(甲による契約の解除） 

第１４条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約を解除

することができる。 

（１）委託期間内にこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに

認められるとき。 

（２）この契約の履行に当たり、不正な行為があると認められるとき。 

（３）第１６条の規定によらないで、この契約の解除の申出があったとき。 

（４）その他契約上の義務を履行しないと認められるとき。 

（５）乙又は乙の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、

又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 

    ア  暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

      イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）    

     ウ  自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者 

       エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直

接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者 

       オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ  下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方

が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約

を締結した者 

（６）乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したとき。  

ア 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」とい

う。）第４９条に規定する排除措置命令又は第６２条第１項に規定する納付命

令（以下「排除措置命令等」という。）を行い、当該排除措置命令等が確定し

たとき。 

イ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして行った排除措置命令等に対
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し、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項に規定する抗

告訴訟が提起され、当該訴訟について請求棄却または訴却下の判決が確定した

とき。 

ウ 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人を含む。）が刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止

法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、違約金として委託料の１００

分の１０に相当する金額を甲に支払うものとする。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲にその損失の補償を求

めることができない。 

４ 第１項の規定によりこの契約が解除される場合であって、この契約に基づいて引渡し

を受けた廃棄物について、処理が未だに完了していないものがあるときは、甲及び乙

は、次の措置を講じなければならない。 

（１）乙の義務違反により甲が解除した場合 

ア 乙は、この契約が解除された後も、未処理の産業廃棄物に対する処理責任を免れない

ことを認識し、当該廃棄物に対する処理業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上

で、同一事業区分の許可を有する別の者に乙の費用負担をもって行わせなければならな

い。 

イ 乙が別の者に業務を委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にない

ときは、乙はその旨をあらかじめ甲に通知し、資金がないことを明確にしなければなら

ない。 

ウ イによる通知を受けた場合、甲は、乙から業務を受託した者に対し、差し当たり甲の

費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の処理を行わせるものとする。甲

は、当該廃棄物の処理完了後、乙に対し、甲が負担した費用を請求し、又はこの契約に

基づく甲の債務の相当額との相殺を求めることができる。 

（２）甲の義務違反により乙が契約を解除する場合 

乙は、甲に対し、甲の義務違反に起因する損害の賠償を請求するとともに、乙のもとに

ある未処理の廃棄物を甲の費用負担をもって引き取ることを要求し、又は乙の費用負担

により甲の事業場に運搬した上で、甲に対し、当該運搬に要した費用の支払を請求する

ことができる。 

 

（公正入札違約金）  

第１５条  乙は、前条第１項第６号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除する 

か否かを問わず、違約金として、この契約による委託料の１０分の２に相当する額を

支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。 

２ 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、 

乙の代表者であった者または構成員であった者に違約金の支払いを請求することがで 

きる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連 

帯して前項の額を支払わなければならない。 
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３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場 

合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではな

い。 

 

（危険負担） 

第１６条 委託期間中に委託事務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含

む。）については、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、甲が負担する。 

 

（乙による契約の解除請求） 

第１７条 乙は、天災その他の不可抗力によって重大な損害を受け、これにより契約の履

行が不可能となったときは、甲に対し、遅滞なくその損害の内容・程度等を詳細に記し

た書類を提出することにより、この契約の解除を請求することができる。 

２ 甲は、前項による請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が受けた損害が重大な

ものであり、これにより契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、当該請

求を承認するものとする。 

 

(契約の費用） 

第１８条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第１９条 甲と乙は、この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管

轄する裁判所を第一審の裁判所とすることに合意する。 

 

（契約に定めのない事項） 

第２０条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、

山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号）の定めによるものとし、なお疑義が

あるときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。 
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この契約の成立を証するため、契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その 

１通を保有するものとする。 

 

 

令和８年○○月〇〇日 

 

 

                 甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県教育長  荻野 智夫  ㊞ 

 

 

乙   

 

 ㊞ 

 

 


